
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東吾妻町 

橋梁長寿命化修繕計画 

【概要版】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東吾妻町 建設課 

 

 



■背景 

東吾妻町は、令和 6 年 3 月現在で 271 橋の道路橋を管理しています。 

この橋の 2 割近くが「架設後 50 年以上が経過する高齢化」を迎えており、20 年後には

8 割近くの橋梁が高齢化を迎えます。また、橋のおかれる環境も交通量の増

加や車両の大型・重量化により日々厳しい状況となっています。 

そこで、橋の長寿命化修繕計画では、従来の「悪くなってから補修する管理

（事後保全的管理）」から、「損傷が小さなうちに計画的に補修を

行い、橋の長寿命化を図る管理（予防保全的管理）」へ移行し、

町民の皆様が生活する上で、大切な道路交通の安全性を守っていくことを目的として策定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東吾妻町が管理する架設後 50 年を経過する橋梁の割合 

 

■目的 

道路交通の安全性を確保する上で、これまでの事後保全的な維持管理対応から計画的かつ効

率的な予防保全的な維持管理への対応に転換を図り、橋梁自体の長寿命化によるコスト

縮減を図りました。そこで東吾妻町では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性

の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定しました。 

 

■対象となる橋梁 

東吾妻町が管理する 271 橋の道路橋の全てを対象とします。 

 

■基本方針 

東吾妻町における橋梁管理の目標を満たすための基本方針を以下のとおり定めます。 

① 安全で円滑な交通を確保することとします 

② 沿道や第三者への被害の防止を図ることとします 

③ 効率的な維持管理を行うための記録を得ることとします 

長寿命化修繕計画に基づく対策、点検の実施、診断及び計画の見直しというマネジメトサイ

クル（PDCA サイクル）を確立し、効果的な橋梁の維持管理を継続します。 

 

20 年後 



 

 

■長寿命化と費用縮減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan

長寿命化修繕計画の策定・改定

Do

補修及びメンテナンスの実施

Action

橋梁の健全性、補修の必要性、補
修工法の妥当性等の検証

Check

橋梁点検（定期点検、職員点検）

データベース

事後保全的管理 予防保全的管理 

健
全
度 

良好 

深刻 

経過年 
長寿命化 

● 小規模修繕 
● 大規模修繕

事後保全的管理 
部材として要求される機能を
喪失した時点、或いは機能を
喪失する直前に補修する修繕
手法 
 
予防保全的管理 
部材が致命的な損傷を受ける
前に適切な対策を実施する修
繕手法 

徐々に劣化 新橋へ架替え 

損傷が大きくなってから補修・架替え 

定期的な点検・維持・補修で費用縮減と長寿命化 

事
後
保
全
的
管
理 

予
防
保
全
的
管
理 

点検 補修 点検 補修 

コスト大 

コスト小 



■集約化と費用縮減 

 今後、少子高齢化等による税収減少が懸念される一方で、老朽化によるインフラの維持管 

理費用の増加が想定されます。限られた予算の中で効率的に維持管理を行うため、点検結果 

や利用状況等により集約化や撤去の検討を実施し、持続可能なメンテナンスを目指します。 

   集約化や撤去を実施することで、0.2 割程度の費用節約を目指します。 

 

 

 

■新技術と費用縮減 

   点検費用が高額になる橋梁を対象に、新技術の活用を行うことで点検費用の 0.6 割程度の 

費用節約を目指します。 

 

 

 

■点検と修繕 

橋梁の現況を把握するため、5 年ごとに定期点検を実施しています。補修工事は優先順位を

考慮して順次実施しています。 

優先順位は健全性（傷みが激しいもの）、通学路(学校等の経路)、バス路線(町指

定の経路)、迂回路（迂回路が無く孤立してしまう）、橋梁の規模（橋長が長い）を用

います。 

次頁から短期修繕計画案を掲載します。 

 

 

 

  

















■長寿命化修繕計画による効果 

271 橋を予防保全的な維持管理を行うと、そのコスト縮減効果は今後 100 年間で約

236 億円の費用の節約が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画策定担当部者 

東吾妻町 建設課 Tel. 0279-68-2111 
 

 

本稿に示した長寿命化計画は、社会情勢や財政状況、橋梁健全性の変化を考慮し、計画の見

直しを行うこととしています。 

 

事後保全的な維持管理にお

ける累積事業費 

395 億円 

予防保全的な維持管理にお

ける累積事業費 

159 億円 

コスト削減効果 

236 億円 
－ ＝ 

累
積

事
業

費
（

億
円

）
 

100 年間 

コスト削減効果 

236 億円 

2124 年 2025 年 
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